
第3回地域保健対策検討会  

議 事 次 第  

日 時：平成23年2月3日（木）10：00～12：00  

場 所：中央合同庁舎第5号館専用第23会議室（19F）  

1 開  

2 議 事  

（1）「地域保健対策検討会」の議題及び論点（案）について  

（2）市町村における質の高い保健福祉サービスの提供体制  

について  

（3）その他   
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資 料■1  

「地域保健対策検討会」の議題及び論点（案）  

1．これまでの議論について  

（1）前回までの検討会の議論  

○ 以下の4つの議題に関する基本指針の見直しを視野に検討会を設  

置して議論を行った。  

議題1地域における健康危機管理の体制について  

議題2 市町村と保健所の準携について  

議題3 地域における医療計画との関わりについて  

議題4 地域保健対策にかかる人材確保・育成について  

○ 前回までの検討事項  

第1回 （平成22年7月20日）  

－議題実の提示（4課題）と全体議論  

第2回 （平成22年8月31日）  

・議題3、4について議論  

（2）その後の省内における検討  

近年の社会問題の増加や制度改正、国民の意識の変化等を踏まえて、   

事務局においてさらに幅広い視点での検討が必要ではないかと考え、省   

内関係部局によるプロジェクトチームを設け、分野横断的に地域保健対   

策全般を検討した。その結果、当初の課題も踏まえて、以下の事項を検   

討会で議論する必要があるとの結論となった。  

○ 地域の自立に基づいた地域保健対策の推進について  

○ 健康危機管理のあり方について  

○ 市町村における質の高い保健福祉サービス提供体制につし「て  

○ 社会福祉等の関連施策との連携等について  

○ 快適で安心できる生活環境の確保について  

○ 地域保健に係る人材の確保■育成及び資質の向上等について  

○ 地域保健に関する調査t研究について  

○ 評価及び優先度に基づいた地域保健計画等の策定と推進について  

＼し   



資 料1  

2．今後の検討会の議論について  

0 1の経緯を踏まえ、本検討会では、第3回以降、別紙の議題及び論点   

（案）について議論する。  

○ なお、本検討会における議論を踏まえ、厚生労働省において、「地域   

保健対策の推進に関する基本的な指針」の改訂等を検討する。   



別 紙  

r地域保健対策検討会」の議題及び論点（案）  

（議題）○ 地域の自立に基づいた地域保健対策の推進について  

（主な論点）  

・地域保健対策の推進における国と地方の役割等について  

（議題）○ 健康危機管理のあり方について  

（主な論点）  

・国と地方の連携について  

・地方間の連携について  

（議題）○ 市町村における質の高い保健福祉サ→ビス提供体制について  

（主な論点）  

一市町村への支援方策について  

■市町村の広域連携について  

－ソーシャルキャピタルの活用について  

■外部機関等の活用について  

（議題）○ 社会福祉等の関連施策との連携等について  

（主な論点）  

・包括的な保健、医療、福祉のシステムの構築について  

・地域保健と産業保健の連携について  

・地域保健と学校保健め連携について  

・地域保健と環境保健の連携について  

（議題）○ 快適で安心できる生活環境の確保について  

（主な論点）  

・環境衛生の推進方策について  

・食品衛生の推進方策について   



別 紙  

（議題）○ 地域保健ヒ係ろ人材の確保・育成及び資質の向上等に  

ついて 

（主な論点）  

・人材の確保方策について  

・人材の育成方策及び資質の向上について  

（議題）0 

（主な論点）  

・調査一・研究の推進方策について   

（議題）．0 評価及び優先度に基づいた地域保健計画等の策定と推進に  

ついて  

（主な論点）  

1評価に基づいた事業の推進について  

1優先度に基づいた地域保健計画の策定について   



資料2  

地域保健に関連する  
主な法律の制定時期  

と   

地域保健活動  

参考：この資料は、法律が公布された年で整理した。  

法律名は公布時の名称で記載し、その後法律名が改正された  
場合には、その名称を改正法が公布された年に記載した。   



地域保健に関連する主な法律の制定時期  

伝染病予防法  
（M30）  

結核予防に関  
する内務省令  
（M37）  

肺結核療養所  
設置及び国庫  
補助に関する法  
律（T3）  

旧結核予防法  
（T8）  

会による乳児死  
亡実態調査（丁7）  

保健所計画発 表（T14）  

寄生虫病予防  
法（S6）  

昭和初期  

S12  母子保護法  保健所法  

S13  国民健康保険  
法  

S14  

S15  

S16  保健婦規則  
S17  

S18  
S19  

S20  

S21 

S22  児童福祉法  保健所法全部  あん摩、はり、  
改正  きゆう、柔道整  

復等営業法   
栄養士法  
理容師法   

S23  優生揮護法  牟衆浴場法  医療法   へい獣処理場  
等l三関する法律   

了丁 フ  医師法  麻薬取締法  

寺に  保健婦助産婦  
関する法律  看護婦法  
予防接種法  歯科医師法  

旅館業法  歯科衛生士法  
性病予防法  

S24  身体障害者福  死体解剖保存  
祉法  法  

獣医師法   
S25  狂犬病予防法  精神衛生法  毒物及び劇物  

取締法  
クリーニング業  
法   

S26  検疫法  診療エックス線  
技師法   の成分規格等  

に関する省令   
結核予防法  あん摩師、はり  

師、きゅう師及  
び柔道整復師  
法   

S27  栄養改善法  
S28  と畜場法   麻薬取締法   

†   



地域保健活動  

ニ 二 

昭和初期  

：五叙す聴産軒  

：保護による乳幼：  

：児死亡率の軽：  

；減  

■‾‾ 
：衰亡垂議歩あ揮壷二重講読者：  

：ための結核予：：事業  

：防対策  

l口丁ニー妄こ雨下；；－1  

市町村に国保  
保笹婦を配置  
乳幼児一斉診 査問始  

妊産婦手帳制 度発足  結核対策要綱 策定  

l‾■‾■‾‾■－■‾■■－－1r■■－－■■■■■－－－－■●r－－－－－－－－－－－－－－Jf一一－－－－一一－－－－  

：〈s20年代〉 ：：〈S20年代〉 ：こくS20年代〉 ：：くS20年代〉  

：戦後のベビー：：伝染病防疫活：：早期発見のた ご：寄生虫予防対  

：ブームに対する‡：動（引揚や復員‡；めの集団検診；；策  

：受胎調節指導：：に伴う外来伝染：：や在宅患者へ：：劣悪な生活環  

S20  

：：病への対策）：：の指導  ：：境下での伝染：  

：：病流行に対する：  

：：トイレや台所な：  

：：どの生活改善；  

；…指導  

母子衛生対策  
要綱   

優生保護法制  
定  

乳幼児指導要  
領  
母子手帳配布  
開始   

S24  

S25  

S26  

S27  

S28  

2  



地域保健に関連する主な法律の制定時期  

S29  あへん法   
S30  歯科技工士法  

S31  採血及び供血  
あつせん業取  
締法  

S32  美容師法  
水道法 

S33  調理師法  衛生検査技師  
法  

学校保健法  
下水道法  

S34  

S35  精神薄弱者福  寒剤師法  薬事法   
祉法  

S36  児童扶養手当  
法  

S37  

S38  老人福祉法  
S39  母子福祉法  重度精神薄弱  あん摩マッサ→  

児扶養手当法  ジ指圧師、はり  
師、きゅう師、柔  
道整復師等に  
関する法律  

S40  母子保健法  理学療法士及  
び作業療法士  
法  

S41  特別児童手当  製菓衛生師法  
法  

S42  環境衛生金融  公害対策基本  
公庫法  法  

S43  原子爆弾被爆  診療放射線技  
者に対する特別  師及び診療エツ  

措置に関する法  クス緑技師法  
律  

S44  公害に係る健康  
被害の救済に  
関する特別措  
置法   に関する法律 

S45  建築物における  柔道整復師法  
衛生的環境の  
確保に関する法  
律   

廃棄物の処理  臨床検査技師、  
及び清掃に関  衛生検査技師  
する法律  等に関する法律  

S46  児童手当法  視能訓練士法  
S47  

S48  有害物質を含  牟嘗健康被害  
有する家庭用  補償法  
晶の規制に関  
する法律  

S49  特別児童扶養  
手当等の支給  
に関する法律  

芦   



地域保健活動  

二 
◆  ▼  

r‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾．∫‾‾‾‾‾‾－一一一■－‾■ 

l ：くS30年代〉  ：：〈s30年代〉  
：受診勧奨・服薬：：成人病対策  

‡継続指導による：：  

：適正医療の推：：  
：進  
l＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ノモ＿＿＿＿＿＿＿＿－＿＿＿＿＿l  

結核患者管理  
登録開始  

：くS40年代〉  

：成人病対策（束  
；受診卦未治療  

：者の事後指導  

：のための家庭  

訪問）  

：くS40年代〉  

：精神障害者へ  

；の訪問活動   

S49  



地域保健に関連する主な法律の制定時期  

S50  

S51  
S52  

S53  

S54  
S55  
S56  母子及び寡婦  

福祉法  

S57  老人保健法  

S58  浄化槽法  診療放射線技  

師法  

S59  

S60  

S61  
S62  精神保健法  臨床工学技士  

法  

義肢装具士法  

外国医師又は  

外国歯科医師  

が行う臨床修練  

に係る医師法第  

17条及び歯科  

医師法第‖条  

の特例等に関  

する法律   

S63  

Hl  後天性免疫不  民間事業者によ  化製場等に関  

全症候群の予  る老後の保健  する法律  
防に関する法律  及び福祉のた  

めの総合的施  

設の整備の促  

進に関する法律  

H2  食鳥処理の事  

業の規制及び  

食鳥検査に関  

する法律   

H3  育児休業等に  救急救命士法  

関する法律  

H4  看護師等の人  

材確保の促進  

に関する法律  

H5  障害者基本法  

5   



地域保健活動  

ーニ 
〈s50年代〉  

健康づくりへの；  

取り組み  

市町村で1歳6カ  
月健診開始  

第1次国民健康  
づくり対策  

怒染症サーベイ  

ランス事業発足  

思春期対象の  
健全母性育成  
事業創設  

S59  

1 1 
ニ〈s60年代～硯代〉：：〈S60年代一視代〉  

：精神障害者の H在宅ケアの体  

：社会復帰支援：：制整備  
：：認知症高齢者  

対策  
：：介護保険制度  

：：の円滑な実施と  

：：介護予防対策  

；：の推進  

ニ〈S60年代～王引七〉  

；育児支援活動  

：（育児不安や児  

：童虐待への対  

：応など心の健康  

：を重視した支  

：援）  

S60  ：くS60年代～現代〉  

；保健■医療・福  

：祉のネットワー  

：クづくり 
：健康危機管理  

：ヘルスプロモー  

：ションの理念に  

：基づく健康な地  

：域づくリ  

S62  老人医療費有  
料化第二次計  

画（S62～H3）  

高齢者サービス  

総合調整推進  
A≡∋仁  コ言古社  

第2次国民健康  
づくり対策  

老人医療費有  
料化第三次計  

画（H4～Hlり  

老人訪問看護  
制度創設   

6  



地域保健に関連する主な法律の制定時期  

H6  地域保健法  

H7  育児休業、介護  精神保健及び  
休業等育児又  精神障害者福  
は家族介護を  祉に関する法律  
行う労働者の福  
祉に関する法律  

H8  母体保護法  
H9  臓器の移植に  言語聴覚士法  

関する法律   

HlO  感染症の予防  食品の製造過  
及び感染症の  程の管理の高  
患者に対する医  度化に関する臨  
療に関する法律   時措置法  

（HACCP法）  
Hll  

H12  児童虐待の防  
止等に関する法  
律  

H13  保健師助産師  
看護師法  

H14  健康増進法  身体障害者補  牛海綿状脳症  
助犬法  対策特別措置  

法  
安全な血液製  
剤の安定供給  
の確保等に関  
する法律   

H15  次世代育成支  心神喪失等の  食品安全基本  
援対策推進法  状態で重大な  法  

他苦行為を行っ  
た者の医療凍  
び観察等に関  
する法律  

少子化社会対  
策基本法   

H16  発達障害者支  
援法  

H17  食育基本法  
援法   防止、高齢者の  

養護者に対する  
支援等に関する  

ノ 法律  
地域における公  
的介護施設等  

の計画的な整  

備等の促進に  
関する法律   

H18   がん対策基本  高齢者の医療  外国医師等が  
法  の確保に関する  行う臨床修練に  

法律  係る医師法第  
17条等の特例  

等に関する法律  

自殺対策基本  
／                          法  

石綿による億康  
額害の救済に  
関する法律   

H19   株式会社日本  救急医療用ヘリ  
コブターを用い  
た救急医療の  

†   政策金融公庫 圭  確保に関する特 別措置法  

7   



地域保健活動  

二‾＿ 

H8  

H9  

HlO  

Hll  

H12  

H13  

H14  

H15  

H16  

H17  

H18  

H19   



地域保健に関連する主な法律の制定時期  

H20  特定フィブリノゲ  
ン製剤及び特  
定血液凝固箋  
Ⅸ因子製剤によ  
るC型肝炎感染  

被害者を救済  

ハンセン病問題  
の解決の促進  
に関する法律  

学校保健安全  
法   

H21  肝炎対策基本  
法  
新型インフルエ  
ンザ予防接種に  
よる健康被害の  
救済等に関する  
特別措置法  

水俣病被害者  
の救済及び水  
俣病問題の解  
決に関する特別  
措置法   

H22  平成22年度に  
おける子ども手  
当の支給に関  
する法律  

9   



地域保健活動  

特革健康診査・  
特定保健指導   

医療貴通正化  
の総合的な推  
進  

10   



資料3  

市町村における地域保健活動を  
取り巻く現状   



我が国の人口の推移  

○我が国の人馴ま2004年にピークを迎え、減少局面に入っている。2055年には9000万人 L 

一 を割り込み、高齢化率は40％を超えると推計されている  

1950  1960  1970   1銅0   1990   2000   2009201020－ほ．2020202520302035 20402045 205qzO55（西暦）  

資料：総務省統計局咽勢調査」、総務省統計即推計人口（年報）」、厚生労働省「人口動態統計」、国立社会保掛人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成18年12月推計）中位推計」  

1   



世帯数と平均世帯人員の年次推移  

竺讐帯／5・00  

6，000  

5，000  

平
均
世
帯
人
口
貝
 
 
 

帯 4・000  

3，000  

2，000  

1，000  
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注二平成7年の数値は、兵庫県を除いたものである。  

出典：国民生活基礎調査   2   



世帯人員別にみた世帯数の構成割合の年次推移  
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出典：国民生活基礎調査  3   



市町村数の推移  
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指定都市、中核市、その他の保健所設置市、▲特別区数の推移  
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勘錮攣畝郎攣武み攣成熟瑚攣武郎び  

○平成8年度から中核市が指定される。  
○平成8年から9年にかけてその他の保健所設置市から中核市に移行した市が8市ある。  
○各年3月31日現在  

5   



人口規模別市町村（指定都市、中核市、その他の保健所設置市、特別区を除く）数の推移  
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○平成16年から18年にかけて市町村数が激減しているが、その原因は人口3万人未満の市町村数が減少したため   
である。  

出典：総務省自治行政局住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数を元に算出各年3月31日現在  6   



市区町村職員数の変遷 （介護・福祉領域等を除く）  
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出典‥平成16年度地域保健・老人保健事業報告（平成17年3月31即 平成之0年度地域保健・健康増進事業報告（平成21年3月31日）  
住民基本台帳に基づく人口（平成17年3月31日 平成21年3月31日）  7   



人口10万人あたり職員数 （介護■福祉領域等を除く）  
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出典：平成16年度地域保健・老人保健事業報告（平成17年3月31日）平成20年度地域保健・健康増進事業報告（平成21年3月31日）  

住民基本台帳に基づく人口（平成17年3月31日 平成21年3月31日）  8   



市区町村における常勤保健師数  
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出典：平成16、ZO年度保健師活動領域調査（平成16年5月1日、平成20年5月1日） 9   



保健師を配置している自治体の割合  

ニーーごこ‾三丁  チゝ‾≡二 
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出典＝平成20年度地域保健・健康増進事業報告平成21年3月31日、住民基本台帳に基づく人口 平成21年3月31日  
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管理栄養士・栄養士を配置している自治体の割合  
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出典：平成20年度地域保健・健康増進事業幸艮告平成21年3月31日、住民基本台帳に基づく人口 平成21年3月31日  
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歯科衛生士を配置している自治体の割合  
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出典：平成20年度地域保健・健康増進事業報告 平成21年3月31日、住民基本台帳に基づく人口 平成21年3月31日  12   



人口規模別 自治体あたり職員数 一般市町村  

凝総 数 ■保健師 ゲノ…、管理栄養士・栄養士 翳歯科衛生士  

40            ．2  

5千人未満  5千－1万人  1万一2万人   2万t5万人  5万一10万人 10万一20万人 20万人以上 市町村全体  

出典：平成20年度地域保健・健康増進事業報告平成21年3月31日、住民基本台帳に基づく人口 平成21年3月31日  13   



人口規模別 保健師配置数 一般市町村  
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出典：平成20年度地域保健・健康増進事業報告 平成21年3月31日、住民基本台帳に基づく人口 平成21年3月31日   14   
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